
- 1 - 

船舶事故調査報告書 

 

令和５年４月５日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

委   員  田 村 兼 吉 

委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 令和４年１０月２日 ０８時４５分ごろ 

発生場所 和歌山県美浜
み は ま

町日
ひ

ノ御
み

埼西方沖 

紀伊
き い

日ノ御埼灯台から真方位２５５°１,５６０ｍ付近 

（概位 北緯３３°５２.７′ 東経１３５°０２.６） 

事故の概要  遊漁船第十二共栄
きょうえい

丸は、航行中、また、プレジャーボートNAKAYA
ナ カ ヤ

は、船首を東方に向けて漂泊中、両船が衝突した。 

 第十二共栄丸は、船首部に擦過傷を生じ、また、NAKAYAは、左舷船

尾部外板に亀裂を伴う破口を生じた。 

事故調査の経過  令和４年１０月１１日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

  

 

Ａ 遊漁船 第十二共栄丸、１０トン 

   ＷＫ２－３９７２（漁船登録番号）、個人所有 

   １１.９９ｍ（Lr）×４.２２ｍ×１.３４ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、３６７.７５kＷ、平成５年２月１９日 

   第２５２－１８７２４号（船舶検査済票の番号） 

Ｂ プレジャーボート NAKAYA、１.７トン 

   ２５２－２０４１８和歌山、株式会社中屋組 

   ７.６８ｍ（Lr）×２.０５ｍ×０.６５ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、５８.８５kＷ、平成７年６月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ ３４歳 

   一級小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 平成２２年５月２８日 

    免許証交付日 令和２年１月２３日 

           （令和７年８月２日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ ４６歳 

   二級小型船舶操縦士 

    免許登録日 令和２年１２月１１日 

    免許証交付日 令和２年１２月１１日 

           （令和７年１２月１０日まで有効） 

 死傷者等 なし 
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 損傷 Ａ 船首部に擦過傷 

Ｂ 左舷船尾部外板に亀裂 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南東、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の末期、潮流 北西流約１.０ノッ

ト（kn）、水温 約２７℃ 

太陽の高度及び方位：高度 ３２.７°、方位 １２１.５° 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、釣り客５人を乗せ、遊漁の目的

で、令和４年１０月２日０５時１５分ごろ日ノ御埼南方沖のエドヤマ

と称する釣り場に向けて和歌山県日高町阿
あ

尾
お

漁港を出航した。 

 Ａ船は、０７時００分ごろまでエドヤマで釣りを行った後、０７時

１０分ごろ日ノ御埼西方沖の釣り場（以下「本件釣り場」という。）

に移動した。 

 Ａ船は、船首を北方に向け、船長Ａは操舵室で操船に当たり、釣り

客は左舷側に左舷方を向いて３人、右舷側に右舷方を向いて２人がそ

れぞれ甲板上に設けられた座板に座り、機関を中立として流し釣りを

行い、潮流で北西方に約５分圧流されると潮上りすることを繰り返し

ていた。 

 船長Ａは、操舵室左舷側の操縦席に腰を掛け、レーダー及びＧＰＳ

プロッターを作動させ、潮上りしようと手動操舵により約７knの対地

速力で、時折船首方とＧＰＳプロッターのポイントを見ながら右旋回

中、０８時４５分ごろ衝撃を感じて船首方を見たところ、転覆してい

るＢ船を認め、Ｂ船と衝突したことを知った。 

 船長Ａは、Ａ船を後進させてＢ船から離れ、操舵室から船首方に移

動して前方を見たところ、転覆したＢ船の近くの海面にＢ船の乗船者

３人が浮いているのを認め、Ａ船を接近させて釣り客と共にその３人

をＡ船に引き上げた。 

 船長Ａは、近くにいた僚船に本事故の発生を連絡するとともに、 

０８時５４分ごろ１１８番通報して、阿尾漁港に帰航した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、知人等２人（以下「同乗者  

Ｂ1」及び「同乗者Ｂ2」という。）を乗せ、釣りの目的で、０６時００

分ごろ日高町小浦埼北北西方の釣り場に向けて和歌山県由良町由良港

所在のマリーナを出航した。 

 船長Ｂは、０７時００分ごろまで小浦埼北北西方沖で釣りを行った

後、日ノ御埼北西方沖の通称トフという釣り場に向かっていたとこ

ろ、本件釣り場に３隻の遊漁船を認め、本件釣り場付近で釣りを行う

ことした。 

 Ｂ船は、０８時００分ごろ、本件釣り場付近において、３隻の遊漁

船から約５００ｍ東方に離れて船首を東方に向け、船長Ｂが左舷船尾

部で、同乗者Ｂ1 が操舵室左舷側後方で、同乗者Ｂ2 が同室左舷側前方

でそれぞれ左舷方を向いて、機関を中立として流し釣りを始め、潮流
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で北西方に約１０～１５分圧流されると潮上りすることを繰り返して

いた。（図１参照） 

 

 

 

 

図１ Ｂ船の乗船者位置図 

 

 船長Ｂは、釣り中、２隻の遊漁船が、Ｂ船の左舷船尾方からＢ船の

左舷方約５０ｍを通過し、本件釣り場を離れて和歌山県御坊
ご ぼ う

市日高港

の方に東南東進して行ったのを見た。 

 船長Ｂは、その後、Ａ船が、Ｂ船の左舷船尾方から東南東進するの

を認め、２隻の遊漁船と同様にＢ船の左舷方を通過して行くと思い、

下を向いて釣りの準備をしていたところ、同乗者Ｂ1 の「船」という

声を聞いて顔を上げた際、左舷船尾方に接近するＡ船を認めたが、ど

うすることもできず、Ｂ船の左舷船尾部とＡ船の船首部とが衝突し、

Ｂ船が右舷方に転覆した。 

 船長Ｂは、衝突直前に船尾方に飛び込み、同乗者Ｂ1 及び同乗者Ｂ2

は、Ｂ船の転覆と同時に船外に投げ出された。 

 Ｂ船は、来援した僚船に阿尾漁港へえい
．．

航された。 

（付図１ 事故発生経過概略図、写真１ Ａ船、写真２ 船長Ａの操

船状況、写真３ Ａ船の機器配置、写真４ Ｂ船、写真５ Ｂ船の

損傷状況 参照） 

 その他の事項  Ａ船は、本事故当時、船首浮上等による船首方の死角は生じていな

かった。 

 船長Ａは、本件釣り場で釣り中、２隻の遊漁船と少し離れた位置に

Ｂ船を認めていたが、近くで流し釣りをしている２隻の遊漁船の動向

に意識が向いていて、２隻の遊漁船が本件釣り場から離れた際、Ｂ船

の存在を失念し、本件釣り場に他船はいないと思い込んでいたと本事

故後に思った。 

 船長Ａは、本事故当時、目視により見張りを行っていたが、右旋回

中に南東方からの太陽光により旋回先の見えにくさを感じていた中、

周囲に他船はいないと思い込んでいたので、Ｂ船に気付かなかったの

ではないかと本事故後に思った。 

 船長Ａは、南東方からの太陽光により旋回先の見えにくさを感じて

いたので、サングラスをしていれば良かったと本事故後に思った。 

 船長Ｂは、３隻の遊漁船が近くで流し釣りを行っていたので、３隻

は仲間だろうと思っていた。 

 同乗者Ｂ1は、釣り中、Ａ船を見ていたところ、右旋回してＢ船に

向かってくるのを認め、船長Ｂに「船」と声を上げた。 

操舵室 
船長Ｂ 同乗者Ｂ1 同乗者Ｂ２ 
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 船長Ｂのいた左舷船尾部から操舵室へ移動して船体を移動させるま

でに約８～１０秒の時間が必要であり、船長Ｂにとっては、Ａ船のＢ

船への接近を認めてから、操舵室へ移動してＢ船を動かしてＡ船を避

けることは難しい状況であった。 

 Ｂ船の乗船者は、全員自動膨張式の救命胴衣を着用しており、落水

後、全員の救命胴衣が膨張して、海面に浮上した。 

 Ｂ船には、汽笛がなく、携帯式エアホーン等の有効な音響による信

号を行うことができる他の手段も備えていなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ あり、Ｂ なし 

 Ａ船は、日ノ御埼西方沖において、Ａ船が太陽光により旋回先の小

型船を視認しにくい中を潮上りの目的で右旋回中、船長Ａが、前路に

他船はいないと思い込み、時折船首方とＧＰＳプロッターのポイント

を見ながら航行したことから、前路で漂泊中のＢ船と衝突したものと

考えられる。 

 船長Ａは、２隻の遊漁船と少し離れた位置にＢ船を認めていたが、

近くで流し釣りをしている２隻の遊漁船の動向に意識が向いていたこ

とから、２隻の遊漁船が本件釣り場を離れた際、Ｂ船の存在を失念し

て本件釣り場に他船はいないと思い込んでいたものと考えられる。 

 船長Ａは、南東方からの太陽光により旋回先が見えづらい状況下、

サングラスを着用せずに操船に当たったことから、漂泊中のＢ船に気

付かなかったものと考えられる。 

 Ｂ船は、日ノ御埼西方沖において、船首を東方に向けて漂泊中、船

長Ｂが、左舷船尾方から東南東進するＡ船を認めたが、先に本件釣り

場を離れた遊漁船２隻と同様にＢ船の左舷方を通過して行くと思い、

釣りの準備を行いながら漂泊を続けたことから、左舷船尾方に接近す

るＡ船を認めたが、どうすることもできず、右旋回中のＡ船と衝突し

たものと考えられる。 

 船長Ｂは、Ａ船がＢ船の左舷船尾方から東南東進するのを認めた

際、２隻の遊漁船とＡ船は仲間だろうと思っていたことから、Ａ船も

本件釣り場を離れた２隻の遊漁船と同じようにＢ船の左舷方を通過し

て行くと思ったものと考えられる。 

原因  本事故は、日ノ御埼西方沖において、Ａ船が太陽光により旋回先の

小型船を視認しにくい中を潮上りの目的で右旋回中、Ｂ船が船首を東

方に向けて漂泊中、船長Ａが、前路に他船はいないと思い込み、時折

船首方とＧＰＳプロッターのポイントを見ながら航行し、また、船長

Ｂが、先に本件釣り場を離れた遊漁船２隻と同様に、Ａ船がＢ船の左

舷方を通過すると思い、釣りの準備を行いながら漂泊を続けたため、
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両船が衝突したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船長は、航行中、前路に他船はいないと思うことなく、特定方向

だけに意識を向けず、周囲を見渡すなどして常時適切な見張りを

行うこと。 

 ・船長は、航行中、太陽光によりまぶしさを感じた場合はサングラ

ス等を着用するなどしてまぶしさを軽減する措置を採ること。 

 ・船長は、漂泊中であっても、周囲を航行する船を認めた場合、自

船に気付かずに航行している場合があるので、他船が漂泊船を避

航してくれると思わず、確実に航過して行くまで、継続的に見張

りを行うこと。 

 ・長さ１２ｍ未満の船舶は、汽笛及び号鐘を備えていない場合、携

帯式エアホーン等を備えて有効な音響による信号の注意喚起を行

うなど衝突を避けるための措置を講じること。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

和歌山県 徳島県 

マリーナ 

ゴゼ 

トフ 

エドヤマ 

事故発生場所 

（令和４年１０月２日 

０８時４５分ごろ発生） 

日高町 

紀伊日ノ御埼灯台 

阿尾漁港 

御坊市 日高港 

小浦埼 

日ノ御埼 

本件釣り場 
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写真１ Ａ船 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ 船長Ａの操船状況    写真３ Ａ船の機器配置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真４ Ｂ船            写真５ Ｂ船の損傷写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

僚船 

ＧＰＳプロッター レーダー 


